
 

 

富田林市教育委員会規則第  号 

 

富田林市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則 

 

富田林市立図書館管理運営規則（昭和５１年富田林市教育委員会規則第１

５号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条中「及び日曜日」を「、日曜日及び国民の祝日（国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日をいう。以下同じ。）」

に改める。 

 第３条第１号中「月曜日」の次に「（国民の祝日が月曜日に当たるときは、

その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日）」を加え、同条中第

２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を削り、第５号を第３号とする。 

 第１０条第１項の表中 

「 

富田林市立中央図書館喜志分室 富田林市粟ケ池町２９６９番地の５ 

」 

を削り、同条第３項中「、第３号、第４号及び第５号に規定する日にあたる」

を「若しくは第３号に規定する日又は国民の祝日に当たる」に改める。 

 第１１条第１項の表中 

「 

コンパクトディスク ２点 ３週間 

」 

を 

「 

ＤＶＤ ２点 ３週間 

ＣＤ ２点 ３週間 

」 

に改める。 

 

附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

議案第２９号


